
（令和5年7月１日改定） （単位：円）３０日計算

【　関　生　園　】 【　明　生　園　】

第１段階 ３００ ８２０ １,８８１ ５６,４３０ 第１段階 ３００ ３２０ ６２０ １８,６００
第２段階 ３９０ ８２０ １,９７１ ５９,１３０ 第２段階 ３９０ ４２０ １,５５９ ４４,７４０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,７２１ ８１,６３０ 第3段階-1 ６５０ ８２０ ２,２１９ ６４,５４０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,４３１ １０２,９３０ 第3段階-2 １,３６０ ８２０ ２,９２９ ８５,８４０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,２１２ １２６,３６０ 第４段階 １,４４５ １,１７１ ３,３６５ ９８,９２０
第１段階 ３００ ８２０ １,９４９ ５８,４７０ 第１段階 ３００ ３２０ ６２０ １８,６００
第２段階 ３９０ ８２０ ２,０３９ ６１,１７０ 第２段階 ３９０ ４２０ １,６２７ ４６,７８０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,７８９ ８３,６７０ 第3段階-1 ６５０ ８２０ ２,２８７ ６６,５８０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,４９９ １０４,９７０ 第3段階-2 １,３６０ ８２０ ２,９９７ ８７,８８０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,２８０ １２８,４００ 第４段階 １,４４５ １,１７１ ３,４３３ １００,９６０
第１段階 ３００ ８２０ ２,０２２ ６０,６６０ 第１段階 ３００ ３２０ ６２０ １８,６００
第２段階 ３９０ ８２０ ２,１１２ ６３,３６０ 第２段階 ３９０ ４２０ １,６９８ ４８,９１０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,８６２ ８５,８６０ 第3段階-1 ６５０ ８２０ ２,３５８ ６８,７１０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,５７２ １０７,１６０ 第3段階-2 １,３６０ ８２０ ３,０６８ ９０,０１０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,３５３ １３０,５９０ 第４段階 １,４４５ １,１７１ ３,５０４ １０３,０９０
第１段階 ３００ ８２０ ２,０９１ ６２,７３０ 第１段階 ３００ ３２０ ６２０ １８,６００
第２段階 ３９０ ８２０ ２,１８１ ６５,４３０ 第２段階 ３９０ ４２０ １,７６６ ５０,９５０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,９３１ ８７,９３０ 第3段階-1 ６５０ ８２０ ２,４２６ ７０,７５０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,６４１ １０９,２３０ 第3段階-2 １,３６０ ８２０ ３,１３６ ９２,０５０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,４２２ １３２,６６０ 第４段階 １,４４５ １,１７１ ３,５７２ １０５,１３０
第１段階 ３００ ８２０ ２,１５８ ６４,７４０ 第１段階 ３００ ３２０ ６２０ １８,６００
第２段階 ３９０ ８２０ ２,２４８ ６７,４４０ 第２段階 ３９０ ４２０ １,８３３ ５２,９６０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,９９８ ８９,９４０ 第3段階-1 ６５０ ８２０ ２,４９３ ７２,７６０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,７０８ １１１,２４０ 第3段階-2 １,３６０ ８２０ ３,２０３ ９４,０６０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,４８９ １３４,６７０ 第４段階 １,４４５ １,１７１ ３,６３９ １０７,１４０

※関生園では上記加算の他、月６３単位の加算と、該当の場合のみ1日3単位や月110単位も加わり 第１段階 ３００ ０ ３００ ９,０００
【　真　生　園　】 第２段階 ３９０ ３７０ １,５０９ ４３,２４０

第3段階-1 ６５０ ３７０ １,７６９ ５１,０４０
第3段階-2 １,３６０ ３７０ ２,４７９ ７２,３４０

第１段階 ３００ ８２０ １,１２０ ３３,６００ 第４段階 １,４４５ ８５５ ３,０４９ ８９,４４０
第２段階 ３９０ ８２０ ２,０５１ ６１,５３０ 第１段階 ３００ ０ ３００ ９,０００
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,８０１ ８４,０３０ 第２段階 ３９０ ３７０ １,５７７ ４５,２８０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,５１１ １０５,３３０ 第3段階-1 ６５０ ３７０ １,８３７ ５３,０８０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,２９２ １２８,７６０ 第3段階-2 １,３６０ ３７０ ２,５４７ ７４,３８０
第１段階 ３００ ８２０ １,１２０ ３３,６００ 第４段階 １,４４５ ８５５ ３,１１７ ９１,４８０
第２段階 ３９０ ８２０ ２,１２０ ６３,６００ 第１段階 ３００ ０ ３００ ９,０００
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,８７０ ８６,１００ 第２段階 ３９０ ３７０ １,６４８ ４７,４１０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,５８０ １０７,４００ 第3段階-1 ６５０ ３７０ １,９０８ ５５,２１０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,３６１ １３０,８３０ 第3段階-2 １,３６０ ３７０ ２,６１８ ７６,５１０
第１段階 ３００ ８２０ １,１２０ ３３,６００ 第４段階 １,４４５ ８５５ ３,１８８ ９３,６１０
第２段階 ３９０ ８２０ ２,１９３ ６５,７９０ 第１段階 ３００ ０ ３００ ９,０００
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ２,９４３ ８８,２９０ 第２段階 ３９０ ３７０ １,７１６ ４９,４５０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,６５３ １０９,５９０ 第3段階-1 ６５０ ３７０ １,９７６ ５７,２５０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,４３４ １３３,０２０ 第3段階-2 １,３６０ ３７０ ２,６８６ ７８,５５０
第１段階 ３００ ８２０ １,１２０ ３３,６００ 第４段階 １,４４５ ８５５ ３,２５６ ９５,６５０
第２段階 ３９０ ８２０ ２,２６４ ６７,９２０ 第１段階 ３００ ０ ３００ ９,０００
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ３,０１４ ９０,４２０ 第２段階 ３９０ ３７０ １,７８３ ５１,４６０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,７２４ １１１,７２０ 第3段階-1 ６５０ ３７０ ２,０４３ ５９,２６０
第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,５０５ １３５,１５０ 第3段階-2 １,３６０ ３７０ ２,７５３ ８０,５６０
第１段階 ３００ ８２０ １,１２０ ３３,６００ 第４段階 １,４４５ ８５５ ３,３２３ ９７,６６０
第２段階 ３９０ ８２０ ２,３３２ ６９,９６０
第3段階-1 ６５０ １,３１０ ３,０８２ ９２,４６０
第3段階-2 １,３６０ １,３１０ ３,７９２ １１３,７６０ ※料金はすべて1割負担の計算です。　　1ヶ月の料金は３０日で計算しています。

第４段階 １,４４５ ２,００６ ４,５７３ １３７,１９０ ※加算内容については裏面を参照。

※負担段階１の方は食費・居住補のみの合計で表記しています ※「加算等」の中にその他加算①，②は含まれておりません
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※介護負担段階については市役所に直接確認下さい。　　　
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【 加 算 】

単　価
（1日につき）

関生園 明生園 真生園

36 ― ○ ―

46 ○ ― ○

22 ― ― ―

18 ― ― ―

6 ― ― ―

6 ○ ○ ―

13 ― ○ ―

12 ― ― ○

46 ― ― ―

28 ― ○ ―

33 ○ ― ―

61 ― ― ○

11 ○ ○ ○

12 ― ○ ―

【その他加算①】

単　価 関生園 明生園 真生園

30/３０回 ○ ○ ○

20/初回 ○ 〇 ○

400/月 ― 〇 〇

100/月 ― 〇 〇

3/日 〇 ― ―

50/月 ○ ○ ○

10/月 ○

3/月 ○

110/月 ○

※経口維持加算は状態低下時に個別で加算されます。

関生園 明生園 真生園

〇 〇 ○

― ― ―

〇 〇 ○

○ ○ ○

○ ○ ○

日常生活継続支援加算（Ⅱ）
日常生活継続支援加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

加　　算　　名

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)

療養食加算

安全対策体制加算

看護体制加算(Ⅰ)

看護体制加算(Ⅱ)

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

夜勤職員配置加算(Ⅳ)

看護体制加算(Ⅰ)地域密着型

―

― ―

― ―

―

○

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

看取り介護加算

6/１食

栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算

夜勤職員配置加算(Ⅲ)

初期加算

個別機能訓練加算

夜勤職員配置加算(Ⅳ)地域密着型

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)

口腔衛生管理加算(Ⅱ)該当時

加　　算　　名

【その他加算②】

―

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

― ○

○ ○

入院・外泊時費用

経口維持加算(Ⅰ)

経口維持加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

加　　算　　名

介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ)該当の方

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

排せつ支援加算(Ⅰ)
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